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本資料は区域区分界を示すものです。
また、本資料は最新の公図の写しではございません。（調査年月日は下記のとおりです。）
地番界で決定している区域区分界の確認以外での使用はできませんので、ご注意ください。
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【　    凡　例     　】
朱線：地番界(区域区分界)
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